
こども育成課
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資料７別紙



 乳児等通園⽀援事業（こども誰でも通園制度）（以下「こども誰でも通園制度」とい
う。）は、⼦ども・⼦育て⽀援法等の⼀部を改正する法律（令和６年６⽉成⽴）により、
すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべて
の⼦育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での⽀援を強
化する⽬的で創設され、すべての⾃治体で実施することとなります。（令和７年４⽉制
度化、令和８年４⽉本格実施）。
 利⽤対象者は、０歳６か⽉以上満３歳未満のこどもであって、こどものための教育・
保育給付を受けていない者とし、⽉⼀定時間までの利⽤枠の中で、就労要件を問わず時
間単位等で柔軟に利⽤できる新たな給付制度です。
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項目 国 ⻘梅市

１ 対象となるこども
保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない０歳６
か月以上満３歳未満

国と同様の取扱いとする。

２ 利用可能時間 こども１人あたり月１０時間を上限（経過措置あり）

月１６０時間を上限とする。（こども誰でも通園制度としての上
限時間は１０時間＜国と同様＞とし、１０時間を超えた分につい
ては、多様な他者事業＜都制度＞を活用し、補助上限時間の１６
０時間までとする。）

３ 事業実施場所
乳児等通園支援事業の認可を受けた
保育所・認定こども園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所
幼稚園・企業主導型保育事業所・認可外保育施設等

保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設

４ 利用方式 定期利用、柔軟利用、定期・柔軟の組み合わせ等の選択制
実施事業者と協議した結果、定期利用（プレイ保育）・柔軟（ス
ポット利用）の組み合わせとする。

５ 実施方式 一般型事業または余裕活用型事業 実施事業者と協議した結果、一般型事業とする。

６ 設備基準
【乳児室】０・１歳児 １．６５㎡
【ほふく室】０・１歳児 ３．３㎡
【保育室・遊戯室】１．９８㎡ 

国の定める基準どおりとする。

７ 人員配置基準
【配置基準】０歳児 ３：１
      １・２歳児 ６：１
【有資格】半数以上は保育士とする（研修修了者も含む。）

国の定める基準どおりとする。

８ 補助単価
０歳児 １，７００円
１・２歳児 １，４００円

国の定める基準どおりとする。
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項目 国 ⻘梅市

９ 利用料

こども１人１時間あたり３００円程度を標準とし、各事業所で設
定できる。
※キャンセル料は各自治体で定める
※給食費などの実費は別途徴収してもよい

利用料については無料とする。（全額都の補助あり）
※給食やおやつ代は施設が定めた額を実費徴収する。

１０ 利用料の減免
⽣活保護世帯３００円、市⺠税⾮課税世帯２４０円、
市⺠税77,101円未満世帯２１０円を減免する。

利用料が無料のため、減免の規定は設けない。

6



※①・②の条例とも⻘梅市独⾃の規定として暴⼒団の排除についての項⽬を追加している。

条例名 ①⻘梅市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例【認可基準】 ②⻘梅市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例【確認基準】

関係法律 児童福祉法 子ども・子育て支援法
国基準 乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準（施設の認可基準） 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（給付費の支払い基準）

条例の目的 実施施設の認可にあたり、衛⽣管理、設備および職員配置等について定めるもの
乳児等通園支援給付費の給付対象施設の確認や利用者の給付認定に関する運営の基準等に
ついて定めるもの

主な規定・内容

・一般原則【第５条】
（人格尊重、事業内容の評価・改善、暴力団の排除規定）
・安全計画の策定【第７条】
（設備の点検、安全研修・訓練）
・衛⽣管理等【第１４条】
（設備の衛⽣管理、感染症の予防）
・食事【第１５条】
（食事の提供に必要な設備）
・事業の区分【第２０条】
（一般型と余裕活用型の定義）
・設備の基準【第２１条、第２５条】
（事業に必要な設備・面積基準】
・職員の配置基準【第２２条、第２５条】
（保育士・研修修了者の配置）

・利用定員【第４条】
（１時間・１か月当たりの利用定員）
・面談【第５条】
（子ども・保護者の心身の状況の把握）
・提供拒否の禁止【第６条】
（正当な理由のない提供拒否の禁止）
・特定教育・保育施設等との連携【第１１条】
（保育の円滑な接続のための情報提供）
・支払い【第１３条】
（事業者による利用料等の徴収）
・相談および援助【第１７条】
（相談への対応・助言）
・勤務体制の確保等【第２１条】
（勤務体制の規定、研修の実施）
・虐待等の禁止【第２５条】
・事故発⽣の防止および発⽣時の対応【第３１条】

施行日 公布の日 令和8年4月1日
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実施スケジュール

令和７年 ８月 事業者向けに説明会を開催

９月 ⻘梅市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例を制定

令和８年 １月 事業者決定・認可手続き

２月 第５回こども・子育て会議に報告

３月 広報・ホームページで周知

令和８年度利用申請受付（認定）

⻘梅市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を制定
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